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２０１２年日本政府年次報告 

「強制労働に関する条約」（第２９号） 

(２０１０年６月１日～２０１２年５月３１日) 

                                                              

１．質問Ⅰについて 

  前回までの報告に変更または追加すべき事項はない。 

 

２．質問Ⅱについて 

 

（１）前回までの報告中、第２５条を以下のとおり改める。 

第２５条中「２００７年は１２６，４９９件、２００８年は１１５，９９３件、２

００９年は１００，５３５件」を「２０１０年は１２８，９５９件、２０１１年は１

３２，８２９件」に、「２００７年は０件、２００８年は０件、２００９年は０件」

を「２０１０年及び２０１１年ともに０件」に、「２００７年は６件、２００８年は

１件、２００９年は０件」を「２０１０年は３件、２０１１年は１件」に改める。 

 

 

（２）２０１０年の専門家委員会のオブザベーションについて 

 オブザベーションⅠ（第二次世界大戦中の産業強制労働及び性的奴隷）は、別途回

答することとしたい。 

 

Ⅱ 外国人研修・技能実習制度について 

 改正後の外国人研修・実習制度に係る，２０１０年１０月１５日付日本政府見解提

出以降の具体的な運用状況としては，２０１１年中において，技能実習生１２名に対

して１０か月間以上時間外労働にかかる割増賃金（総額約２０８万円）を支払ってい

なかった実習実施機関，あるいは，技能実習生２名に対して２２か月間にわたり時間

外労働協定に定める限度時間を超えて１か月当たり約９０時間の時間外労働を行わ

せていた実習実施機関など１８４機関に対して不正行為を行った旨の認定を行い，最

大５年の間，外国人研修・技能実習生の新たな受入れを認めないこととした。 

 また、全国の労働基準監督機関においては、技能実習生の適正な労働条件の確保に

重点的に取り組んでおり、2011 年に実習実施機関に対し 2,748 件の監督指導を実施

し、このうち 2,252件で労働基準関係法令違反が認められ、是正に向けた指導を行っ

ている。また、技能実習生に係る重大又は悪質な労働基準関係法令違反により、23

件の送検が行われている。 

さらに、制度改正後においても、引き続き、第三者機関である公益財団法人国際研

修協力機構（JITCO）では、受入団体や受入企業への巡回指導の強化に取り組んでお

り、2010 年度には 1,636 件、受入企業に対し 9,868 件、2011 年度には受入団体に対

し 1,686件、受入企業に対し 9,596件の巡回指導を実施するとともに、技能実習生が

技能実習制度の内容、賃金・労働時間、医療費用等に関して相談できるよう、中国語、

インドネシア語及びベトナム語による母国語電話相談ホットラインを設置している。 

 なお、起訴及び有罪判決の件数に関する統計については、我が国では、起訴件数等

は罪名別に集計しており、外国人研修・技能実習生を被害者とする事案を抽出して起

訴件数等を集計していないため、御指摘の起訴件数等を示すことはできない。 
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Ⅲ 人身取引対策について 

  別紙１を参照されたい。 

 

（３）労働組合からの意見について 

①２０１１年８月２７日付及び２０１１年１０月５日付の韓国全国民主労働組合総

連盟（ＫＣＴＵ）及び韓国労働組合総連盟（ＦＫＴＵ）からの意見並びに２０１１年

８月２４日付、２０１１年８月２７日付及び２０１２年８月１７日付の全日本造船機

械労働組合からの意見については、別途回答することとしたい。 

 

②２０１１年８月２２日付け首都圏移住労働者ユニオンからの意見に対する日本政

府見解は別紙２のとおりである。 

 

３．質問Ⅲについて 

 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

 

４．質問Ⅳについて 

  前回までの報告中、質問Ⅳについて以下のとおり改める。 

 「外国人に対する強制労働を含む不法就労事案については、その背後に潜在する国

際犯罪組織の解明を視野に入れ、関係省庁間で連携を図りつつ、国際社会とも協調し

て取り組んでいくことが必要である」を削除し、「２００９年」を「２０１１年」に、

「２５０人」を「３００人」に、「１１５人」を「１３６人」に、「２５人」を「３

２人」に、「２００９年」を「２０１１年」に、約３万１，０００人」を「約２万６，

０００人」に改める。 

 

 

５．質問Ⅴについて 

（１）本報告の写しを送付した代表的な労使団体は、下記のとおり。 

   （使用者団体）日本経済団体連合会 

   （労働者団体）日本労働組合総連合会 

 



1 

 

ＩＬＯ第２９号条約（強制労働条約）に関する年次報告（2012 年） 

（人身取引対策関係） 

 

 日本国政府は、ＩＬＯ強制労働条約（第２９号条約）に関連し、人身取引問題につい

て、条約勧告適用専門家委員会からの意見を踏まえ、日本の人身取引対策に関する情報

を提供する。 

 なお、委員会におかれては、日本政府が人身取引対策に真摯に取り組んでおり、前回

日本政府が政府見解を提出して以降、どの労働組合からもこの問題に関する文書の提出

は行われていないことにご留意願いたい。 

 

はじめに 

 

 人身取引は重大な犯罪及び人権侵害であり、迅速・的確な対応を求められている。こ

れは人身取引が、その被害者、特に女性と児童に対して、深刻な精神的・肉体的苦痛を

もたらしその損害の回復は非常に困難だからである。こうした認識の下、２００４年４

月、日本は人身取引対策に関する関係省庁連絡会議を設置した。会議に参加した省庁（内

閣官房、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省）は次のような種々の効果的で迅速な措

置をとったところである。 

 

１．人身取引対策行動計画の策定 

・２００４年１２月７日、関係省庁連絡会議は、防止措置、法制度の強化、人身取引被

害者の支援に焦点を当てた人身取引対策行動計画を策定し、２００４年１２月１４日、

犯罪対策閣僚会議に報告した。 

 

・行動計画の閣議決定を受け、関係省庁連絡会議は、ＮＧＯとも協議しつつ、行動計画

の実施状況と有効性についての継続的に検証を行っている。 

 

・人身取引対策行動計画を促進し、より効果的なものとするため、２００６年３月関係

省庁連絡会議に、内閣府が、２００８年８月文部科学省が、また２００９年１２月に海

上保安庁が参加することになった。 

 

・また、２００９年１２月１０日の第９回関係省庁連絡会議において人身取引行動計画

２００９を取りまとめ、同月２２日、犯罪対策閣僚会議において決定した（別添１）。 

 

２．人身取引議定書 

 人身取引議定書は、２００５年６月に締結について国会承認を得た。今後、本体条約

である「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に関する関連国内法の整備及

び同条約の締結を待って、上記議定書を締結する予定である。 

 

  

別紙１ 
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３．法律・規則の改正 

（１）刑法 

 ２００５年改正により、人身売買、臓器摘出目的を含む生命身体加害目的略取誘拐、

並びに被拐取者及び売買された被害者の輸送、引渡し及び蔵匿の各行為に対する罰則を

新設するとともに、逮捕監禁罪及び未成年者略取誘拐罪の法定刑を引き上げた。 

 

（２）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 

 人身売買罪をマネー・ロンダリング罪の前提犯罪に追加した。 

 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

 ①人身取引に関する罪を風俗営業の許可の欠格事由とする、②売春等の性的搾取の行

われる可能性の高い風俗営業者等に対して、客に接する業務に従事する者の在留資格等

の確認義務等を課し、これに違反した者に罰則を設ける改正を行った。 

 

（４）出入国管理及び難民認定法 

 人身取引の定義規定を新設し、人身取引された者について一部の上陸拒否事由及び退

去強制事由から除くこと、人身取引されたことを上陸特別許可事由及び在留特別許可事

由に加えること、人身取引の加害者について新たに上陸拒否事由及び退去強制事由を設

けること、運送業者の旅券等の確認義務及び旅券等の確認を怠った場合の過料に関する

規定の新設、外国入国管理当局に対する情報提供規定を新設することを内容とする入管

法の改正を行った。 

  

（５）旅券法 

 名義人の写真及び身分事項の一部を電磁的方法により記録した旅券（IC 旅券）を発

給することで偽変造旅券の作成と旅券の不正使用を防ぐとともに、他人名義又は偽造日

本旅券を譲り渡し、譲り受け、所持したものを処罰化し、これを含む旅券犯罪に対する

法定刑を強化し、営利を目的とする旅券犯罪を加重処罰する等の改正を行った。 

 

４．人身取引を防止するための諸対策 

（１）出入国管理の強化 

ア 連絡渉外官の取組 

 入国管理局は、タイのバンコクにリエゾン・オフィサー（連絡渉外官）として偽変造

文書鑑識のエキスパートを派遣した。リエゾン・オフィサーは、ＩＣＥチームのメンバ

ーとしてバンコク国際空港で任務に就き、不法な出入国や偽変造渡航文書使用の防止に

貢献するとともに、タイの入国審査官、航空会社職員等への研修も行った。タイから来

日する人身取引被害者のほとんどが、なりすましや偽変造文書の使用により我が国へ不

法に入国している事実を考慮すれば、人身取引の防止に非常に効果的であった。同派遣

は、２００５年度に９１日間派遣して以来、２０１０年度に１８０日間の派遣を行うま

で，毎年行った。 
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イ セカンダリ審査の実施 

 ２００５年度から実施している主要空港におけるセカンダリ審査（入国目的等に疑義

が持たれる外国人に対し、別室においてより慎重な審査を行うもの）により、人身取引

の被害者となりうる者の効果的なモニタリングが行われ、厳格な国境管理が図られてい

る。 

 

ウ 偽変造文書対策の強化 

 人身取引被害者を入国させる手段として旅券等の偽変造文書が使用される場合が多

く、入国管理局では、出入国審査時における偽変造文書対策として、全国の主要海空

港には高性能の機器を配備し、また、審査ブースにも小型化、軽量化された鑑識機器

を配備するとともに、東京入国管理局成田空港支局、大阪入国管理局関西空港支局、

名古屋入国管理局中部空港支局及び東京入国管理局羽田空港支局にそれぞれ偽変造文

書対策室を設置するなどして、偽変造旅券を行使する不法入国者を水際で阻止するこ

とに努めている。 

 さらに、偽変造文書対策のノウハウ及び情報が蓄積されている各偽変造文書対策室

は、発見された偽変造文書に関する分析を行うとともに、入国管理局職員に対する文

書鑑識研修の実施や鑑識に供する資料の作成等を行うなどして、入国管理局職員の鑑

識技術の向上及び偽変造文書鑑識体制の強化を図りつつ、厳格な入国審査を実施して

いる。 

 

エ 空港の直行通過区域（トランジット・エリア）のパトロール 

 我が国を経由し第三国に入国を図ろうとする人身取引事案を防止するため、空港の

直行通過区域におけるパトロール活動を行い、航空会社と協力してブローカー等から

の偽変造旅券の受け渡し等不審な動きの監視・摘発に努めている。 

 

（２）「興行」に係る在留資格 

・在留資格「興行」の許可基準を定める省令（入管法第７条第１項第２号の基準を定め

る省令）では、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定

した資格を有すること」が要件として規定されていたところ、実際には芸能人として必

要な能力を有していない者が、風俗営業店等においてホステス等として稼働し、中には

客との同伴や売春を強制されるなど、人身取引の被害に遭っている者も見られた。そこ

で、同省令の一部が、２００５年２月１５日に改正され、３月１５日から施行された。

この改正により、外国の国などが認定した資格を有することという規定が削除され、在

留資格「興行」で演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う外国人は、

その従事しようとする活動について「外国の教育機関において当該活動に係る科目を２

年以上の期間専攻したこと」又は「２年以上の外国における経験を有すること」が必要

となった。 

 

・加えて、在留資格「興行」の基準省令が２００６年３月１３日に改正され、６月１日

から施行された。この改正には、招聘機関の経営者・管理者・常勤の職員に係る欠格条
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項の基準、及びエンターテイナー等との契約書に基づく報酬（最低２０万円）の支払い

義務の厳格化等が盛り込まれている。 

 

・外務省では、在外公館における「興行」査証の審査を厳格化した。最近の傾向として、

「興行」査証に代わって、「短期滞在」査証や「日本人の配偶者等」査証で入国した被

害者が増加しているため、被害者が多く発生している国に所在する在外公館において

は、これらの査証の申請に対して厳格な審査を行っている。 

 

（３）偽装結婚対策 

 ・偽装結婚による不法入国については、稼働目的によるものが大多数を占めるが、そ

の形態によっては人身売買に発展することも考えられる。 

偽装結婚対策としては、在留資格認定証明書交付申請や査証協議に係る審査などの入

国事前審査及び在留資格変更許可申請における在留資格決定時の審査と、既に本邦に入

国し在留中の者に係る在留期間更新許可申請の際の審査がある。申請時に提出された資

料や審査官との対面調査、また、常日頃から寄せられる偽装結婚に係る提報や業務上知

り得た情報等を元に、必要であれば、申請人夫婦の居住地において実態調査を実施する

などして、婚姻同居の実態がないものについては、入国や在留を認めない処分をするな

どして、厳格な対応をしている。 

 

・警察では、偽装結婚が絡んだ人身取引事犯を検挙するなど、偽装結婚対策を行ってい

る。また、２００９年１２月に策定した「人身取引対策行動計画２００９」において、

偽装結婚を始めとする偽装滞在事案及び不法滞在事案並びにこれらの事案に関与する

ブローカー等の取締りに資するため、警察及び入国管理局において、情報交換を推進し、

これらの事案を認知した場合は、連携の上、積極的に取り締まり、人身取引事案の掘り

起こし及び被害者の救済を図ることとしている。 

 

（４）広報 

・日本はラジオ及びウェブサイト等を通じて人身取引対策に係る情報の提供を行ってい

る 

 

・政府広報オンライン「お役立ち記事」２０１１年１１月２１日掲載 

 

・ラジオ 中山秀征のジャパリズム ２０１２年５月２６日（土），２７日（日）放

送 

 

・被害者向けリーフレットの制作（２０１１年度約２７万４千部）（別添２） 

英語、スペイン語、タガログ語、タイ語、中国語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、

台湾語 

 

・女性に対する暴力をなくす観点から、関係省庁、地方公共団体等と連携・協力して、
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国民一般に対し、人身取引根絶のためのポスターを作成配布するなどの広報啓発活動を

実施している。（別添３） 

ポスター印刷（２０１１年度３３０００部）、リーフレット印刷（２０１１年度５３

９００部） 

 

・「日本の人身取引対策」パンフレットの作成、配布（５０００部） 

 

（５）その他 

ア 国立女性教育会館の調査 

 国立女性教育会館では、「人身取引の防止のための教育・啓発と連携方策に関する調

査研究」（２年間：２００９年度～２０１０年度）を実施した。 

本研究では、女性関連施設を対象とした、人身取引や国際問題に関する事業について

のアンケートの実施や、活動事例等の収集等を行った。また、２年間の成果を基に、啓

発用のパネル、リーフレット及びブックレットを作成し、同会館のウェブサイトに掲載

している。 

 

イ 旅行業界の取組 

 観光庁は、旅行業者に対し、児童買春を助長しないよう指導している。日本旅行業協

会、日本海外ツアーオペレーター協会及び主要旅行代理店７２社は、ユニセフ等が児童

の性的搾取を防止するために推進している「旅行と観光における性的搾取からの子供保

護に関する行動規範」に署名している。 

 

５．人身取引を撲滅するための対策 

（１）検挙人員及び被害者数（資料：警察庁） 

 

       年  

           

2007 

 

2008 

 

2009 2010 2011 計 

 

検挙件数 40 36 28 19 25 148 

検挙人員 41 33 24 24 33 155 

被害者総数  43 36 17 37 25 158 

タイ 4 18 8  12 42 

フィリピン 22  7 4 24 8 65 

中国（台湾）   5 1  1 7 

日本 1 2 2 12 4 21 

中国（マカオ）  2    2 

中国  1    1 

中国（香港）  

 

 

 

2 

 

  2 

 

バングラデシュ  1    1 

インドネシア 11     11 
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コロンビア       

韓国 5   1  6 

ルーマニア       

オーストラリア

  

      

エストニア       

 

・警察は、特に未成年者に対する性的な侮辱に対して、次の関係法令により厳しい取り

締まりを行っている。 

 

違反 検挙件数 検挙人員数 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

児童福祉法違反（淫行させる行為）  

319 

 

346 

 

290 

 

332 

青尐年保護育成条例違反（不適切な

性交渉等） 

 

1,534 

 

1,351 

 

1,216 

 

1,077 

児童買春、児童ポルノに係る行為等

の処罰及び児童の保護等に関する

法律違反 

 

2,296 

 

 

2,297 

 

 

1,627 

 

 

1,678 

 

 

 

 

 

児童買春事案  

954 

 

842 

 

701 

 

662 

児童ポルノ事案  

1,342 

 

1,455 

 

926 

 

1,016 

 

（２）厳正な科刑に向けた取組 

 

 法務省及び検察庁は人身取引事案に対し、厳正な科刑の実現に向けて取り組んでき

た。 

 我が国は、人身取引に係る犯罪者に対し、刑法上の罰則のほか、事案に応じ、児童売

春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、児童福祉法、売春

防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法等の関係法令を積極的に適用して厳し

く処罰している。 

法務省では，検察職員に対して，その経験年数等に応じて実施する研修において，人

身取引等に関する講義を実施している。 

 

※統計情報 

  警察において取り扱った２０１１年中の人身取引事犯の検挙人員３３人に限れば，起訴されて懲役

刑（罰金併科を含む。）に処せられた者が１９人，起訴されて罰金刑に処せられた者が２人，証拠上

の問題等により不起訴処分となった者が９人，家庭裁判所送致となった者が２人，検察庁に送致され
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なかった者が１人となっている。 

なお，懲役刑に処せられた者についての量刑は，最短で懲役１年２月，最長で懲役４年である。 

 

６．人身取引被害者の保護 

 人道的観点から、被害者を適切に保護することは非常に重要である。このため、日本

政府は、被害者を保護するプロセス（人身取引事案の取扱方法（被害者の認知に関する

措置）及び同（被害者の保護に関する措置）等）を確立し、一般的な広報同様被害者に

対する情報を普及させるよう努力を行っている。 

 

（１）婦人相談所に保護された被害者数の推移 

 婦人相談所は、日本全国に４９箇所あり、被害者が食事、医療・精神的ケア等を受け

られる公的シェルターである。 

 日本政府は、効果的な被害者保護を実現するため、積極的な努力を続けている。 

  

表：婦人相談所における被害者の保護人数 

2005年度 

 

112 (59フィリピン人、40インドネシ

ア人、６台湾人、４タイ人、2中国人

、1韓国人) 

2006年度 35（17インドネシア人、11フィリピ

ン人、4タイ人、2台湾人、1韓国人） 

2007年度 36（19フィリピン人、5韓国人、5タ

イ人、4インドネシア人、2台湾人、1

ルーマニア人） 

2008年度 39（22タイ人、11フィリピン人、3

台湾人、2中国人、1バングラデシュ

人） 

2009年度 14（7フィリピン人、4タイ人、2中国

人、1台湾人） 

2010年度 33（25フィリピン人、4日本人、3タ

イ人、1韓国人） 

2011年度 35（13インドネシア人、11フィリピ

ン人、10タイ人、1中国人 
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図：婦人相談所における被害者の保護人数 

 

 

（２）婦人相談所等における被害者保護と支援 

・厚生労働省は２００５年４月から、被害者保護等を行う民間シェルター等への一時保

護委託を促進するため、婦人相談所（都道府県）が民間シェルター等へ一時保護委託す

る際に負担する費用の１／２を補助している。２０１１年度までに、被害者３４３人の

うち１１８人が民間シェルター等へ一時保護委託された。 

 

・婦人相談所で保護された人身取引被害者に対しては、移動費用（国内。例えば地方か

ら東京へ。）や通訳費用の経済的支援に加え、２００６年度には医療費についても支援

できるようにした。また、２０１０年度より、婦人保護施設における人身取引被害者支

援のための医療費や通訳・ケースワーカーの雇上げについて、予算措置を行っている。 

 

（３）被害者の在留資格の取扱 

 ２００５年に入管法を改正（特に人身取引の被害者に関する在留特別許可事由の改正

等）し、被害者が保護の対象となることを明確にした。その結果、入国管理局は２０１

０年末までの間に入管法違反にあった被害者１２１人に対して在留特別許可を付与し

た。 

 

（４）被害者の帰国支援 

 日本政府は IOM に２７８，１５２ドルを拠出（２０１１年度）し、被害者帰還を支

援している。２０１２年５月３１日現在、IOM は２３５人の被害者の出身国への帰国

及び社会復帰を支援した。 

フィリピン  １０４ 

インドネシア ６１ 

タイ  ４９ 

韓国 ４ 
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中国（香港、台湾

、マカオ含） 

  

１６ 

コロンビア  1 

 

（５）その他 

 厚生労働省、法務省、警察庁は、被害者が適切に保護されるよう被害者保護の方法に

ついて、全国にある各省庁関係事務所に通知を行っている。 

 

７．国際協力 

（１）関係国への政府代表団の派遣 

・フィリピン及びタイ（２００４年９月）、コロンビア、米国（２００５年１月）、ロ

シア、ウクライナ、ルーマニア、仏（２００５年７月）、タイ、インドネシア（２００

６年５月）、ラオス、カンボジア（２００７年１月）、オーストリア（オーストリアに

おいて会議の機会を提供し、米国、タイ、インドネシア、ルーマニア、バチカンと協議）

（２００８年２月）、韓国（２００９年３月）、米国（２０１０年３月）、タイ、カン

ボジア（２０１１年３月）、フィリピン（２０１１年１１月）に政府協議調査団を派遣

し、政府関係者、国際機関、NGO と協議を行ってきている。 

 

・人身取引問題に関する日・タイ共同タスクフォースが２００６年５月に設置され、人

身取引の防止、処罰、被害者保護の３分野における日タイ間の協力を更に推進していく

こととなった。これまで、人身取引対策に関する日タイ共同タスクフォース会合を３回

開催し、具体的な二国間協力について協議している。なお、同タスクフォースは、２０

１１年３月、被害者の保護・支援・帰国・社会復帰に係る共通運用手続（ＳＯＰ）を作

成した。 

 

（２）他国政府との捜査協力 

・警察庁においては、人身取引事犯の捜査過程で、現地ブローカー等、当該国での被疑

者が判明した場合は、当該国の捜査機関に捜査情報を提供し、当該被疑者の検挙を依頼

するなどしている。また、外国捜査機関から、人身取引事犯に関する情報提供があった

場合は、適切に捜査を行い、人身取引事犯の検挙に努めている。 

 

・警察庁では、２００４年から関係国の在京大使館、国際機関、ＮＧＯ等とコンタクト

ポイント会議を定期的に開催し、人身取引被害者の発見・保護について情報交換や意見

交換を実施し、連携を強化している。 

 

 

（３）国際機関等への支援 

ア 日本のイニシアティブにより国連に設置された人間の安全保障基金を通じ、 

- 国連開発計画（ＵＮＤＰ）、国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）、汎米州保健機構（Ｐ
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ＡＨＯ）及び国際労働機関（ＩＬＯ）がエルサルバドルにおいて実施する「ソンソ

ナテ県３市の市民安全改善と平和的共存の推進による人間の安全保障強化プロジ

ェクト」(約２億７，８３８万円、２００８年) 

- 国連開発計画（ＵＮＤＰ）、国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）及び国際移住機関（ＩＯ

Ｍ）が欧州安全保障・協力機構と共同でモルドバ共和国において実施する「モルド

バにおける人身取引および家庭内暴力の被害者の保護および能力強化の人間の安

全保障強化プロジェクト」（約 3億 9千万円、2008年） 

- 国連人道問題調整部（ＵＮＯＣＨＡ) 国連難民高等弁務官事務所(ＵＮＨＣＲ)、

国連婦人開発基金(ＵＮＩＦＥＭ)、国連児童基金(ＵＮＩＣＥＦ)、汎米保健機構（Ｐ

ＡＨＯ／ＷＨＯ) 国連食糧農業機関(ＦＡＯ)、国連薬物犯罪事務所(ＵＮＯＤＣ)

及び世界食糧計画(ＷＦＰ)がコロンビア共和国において実施する「コロンビア・ソ

アチャにおける脆弱なグループの人間の安全保障状況改善プロジェクト」（約 2憶

3，948万円、2010年）を支援している。 

- 国際移住機関（ＩＯＭ），国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）及び世界保健機関（ＷＨＯ）

がインドネシアで実施する「インドネシアにおける人身取引被害者の保護と能力強

化」プロジェクト（約 2億 984万円、2011年）への支援を行っている。 

 

イ ＵＮＯＤＣが実施する「タイにおける人身取引被害者の芸術療法に係るプロジェ

クト」（総額約５．３万米ドル、２００６年～２００７年）、「パタヤ（タイ）

における人身取引対策（人身取引及び性的搾取からの脆弱な子供の保護）に係る

プロジェクト」（総額１１万米ドル、２００８年～２００９年）及び「フィリピ

ンにおける人身取引捜査事務手続基準促進のための警察支援プロジェクト」（総

額約８万米ドル、２０１０年～２０１１年）を支援している。 

 

ウ UNICEF を通じ、中央アジアで実施する児童の人身取引対策（約２０万ドル、

２００６年１０月）を支援している。 

 

エ スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に関して、子どもの人身取引防止対策を

含む「津波被災子供支援プラン」（約８６００万ドル）を支援している。 

 

オ ODA(草の根・人間の安全保障無償資金協力)により、ミャンマー国境付近におい

て、「ムセ人身取引被害者シェルター（シャン州）建設計画（人身取引被害者の

保護・一時避難施設建設）」（９，９３９，５００円、平成２１年度）を支援し

ている。 

 

カ ODA (草の根・人間の安全保障無償資金協力)により、セルビアにおいて、「ベ

オグラード市人身売買被害者のためのシェルター整備計画」（３，０００，６０

０円、平成２３年度）を支援している。 

 

キ 国際移住機関（ＩＯＭ）を通じ，２０１０年１月から２０１２年５月までの間
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に，アフガニスタン，ソマリア，ジブチ，ケニア，エチオピア，イエメン，タン

ザニア，ジンバブエにおける人身取引対策を含む総額５，３４６万ドルの事業を

実施している。 

 

（４）バリ・プロセス（密入国・人身取引及び関連の国境を越える犯罪に関る地域閣僚

会議フォローアップ・プロセス）への参加及び資金援助 

 人身取引撲滅のための地域協力の枠組みへ参加している。２００５年６月には、東京

で「人身取引撲滅のための関係省庁間による行動計画策定に関する作業部会」を開催。

また、我が国はバリ・プロセス・ウェブサイトの維持管理運営のために，２００４年度

より毎年１万ドルを拠出している。 

 

（５）政府主催のシンポジウム及びセミナーの開催 

・「人身取引問題に関する国際シンポジウム」（２００６年２月）（外務省、国立女性

教育会館、国際移住機関（ＩＯＭ）共催）。タイ、フィリピン、インドネシア、コロン

ビアからパネリストが参加し３００人以上の参加者を得た。外務省では、人身取引に関

する国連関係機関調整会合をＵＮＯＤＣと共催した。ＩＯＭ、ＩＬＯ、ＵＮＩＣＥＦ、

ＵＮＩＦＥＭ、ＵＮＤＡＷ、ＵＮＨＣＲが出席し、各国際機関が協力して人身取引対策

に当たっていく上での問題点、関係機関共通のデータベースの作成等の計画等につき議

論された（２００６年９月）。 

 

・「出入国管理セミナー」（２０１０年度まで毎年度開催）（法務省入国管理局主催）。

アジア域内各国（地域）の出入国管理当局及び国際移住機関（ＩＯＭ）等関係機関を招

き、出入国管理行政に関する意見や情報の交換を行い、その中で人身取引に関する情報

交換等を行った。 

 

 

 

以上 
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2011 年 8 月 22 日付け首都圏移住労働者ユニオンの意見書  

（第 29 号条約関係）に関する日本政府見解 

 

 2011 年８月 22 日付首都圏移住労働者ユニオンからのＩＬＯ条約勧告

適用専門家委員会への意見書について、日本政府は以下のとおり見解を

提出する。  

 

１．序 

日本政府は、2011 年 9 月 1 日付ＩＬＯ事務局からの書簡により、2011

年 8 月 22 日付首都圏移住労働者ユニオン意見書を受領した。首都圏移住

労働者ユニオンは、2010 年 7 月に改正技能実習制度が施行されたが、そ

の後もＩＬＯ第 29 号条約に違反すると主張している。 

日本政府は、技能実習制度の仕組みにおいて強制労働は明確に禁止さ

れていることを指摘したい。技能実習制度については、入国管理局、第

三者機関の公益財団法人国際研修協力機構（以下「JITCO」という。）等

の関係機関が不適正な事案が生じないよう監視を行うとともに、技能実

習制度の運営状況の把握に努めている。また、労働基準監督機関におい

ては、技能実習生を使用する事業主に対し、積極的に監督指導等を実施

しており、労働基準法第 5 条（強制労働の禁止）違反を確認した場合に

は厳正に対処することとしている。 

以下においては、技能実習制度の適切な実施の確保のための取組に関

し、委員会に情報提供を行う。  

 

２．「強制送還の脅威」について 

 首都圏移住労働者ユニオンは、2010 年 7 月に施行された「出入国管理

及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（以下、「改

正入管法」という。）により、技能実習生から保証金、雇用契約不履行

に係る違約金を送出機関等が徴収することが禁止されたことを踏まえ、

今後、多くの送出機関は、多額の利益を得るため、日本語講習の実施等

の「何らかの他の方法」を模索するであろうと主張している。そして、

その理由として、送出機関の多くが利益追求型の就職仲介業者であるた

めとしている。また、これら保証金又は違約金の徴収以外の方法により、

技能実習生は未だに長時間労働を強いられており、多額の金額を送出機

関に対して支払い続けている。さらに、受入機関や雇用主が技能実習生

を脅迫しているとしている。  

 技能実習制度は労働力の受入れではなく、我が国で開発され培われた

技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の

経済発展に資する、国際協力を目的とする制度である。しかし、従前、

一部の受入れ関係機関において制度の趣旨を十分に理解せず、研修生か

別紙２ 
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ら保証金や違約金を要求する等、不当な利益を得るべく不正行為を行う

悪質な送出機関や受入機関が存在していた。このため、2010 年 7 月に施

行された改正入管法により、技能実習生の保護の強化を図ったものであ

る。 

 すなわち実務研修を行う場合には、原則、入国 1 年目から雇用契約に

基づいて技能等習得活動を行うことを義務付け、労働関連法令上の保護

を受けられるようにした。また、送出機関や受入機関による高額な保証

金や違約金の徴収を禁止した。技能実習生に対する暴力行為や、パスポ

ートの取上げ、賃金不払い等の重大な人権侵害行為については、不正行

為を行った機関への研修生・技能実習生の受入れを認めない期間を 3 年

から 5 年に延長し、不正なあっせん行為を行った外国人を退去強制でき

るようにした等、不正行為に対して厳正に対応を行っているものである。 

 御指摘のように、送出機関が利益追求のため、技能実習生に対し何ら

かの不正を行ったことが確認されれば、その内容に応じて厳正に対応し

ていくこととしている。 

 

３．「技能実習生が、雇用主を変えることが許可されていないこと」に

ついて 

 首都圏移住労働者ユニオンは、改正入管法施行後も最大 3 年間の在留

中、技能実習生が雇用主を変えることができないことにより、言葉によ

る虐待やセクシャルハラスメントを受けても、その事実を明らかにする

ことができず、強制送還というリスクを取らない限り、雇用主に生活が

支配され続けると主張している。  

 御指摘の「雇用主を変える自由がない」ことについて、技能実習制度

は我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転

を図るものであり、安易に雇用主を変更することは、技能の早期習得及

び移転という本制度の趣旨を踏まえると適当でないことから、最大３年

間の在留期間中、同一の雇用主の下で実習を受けることとされている。  

 しかし、後述のとおり、改正入管法等に基づく措置により、本制度に

おいて不正が行われることのないよう体制を整備しており、強制送還と

いうリスクを取らない限り、雇用主に生活が支配され続けるということ

はないと考えられる。  

まず、そもそも「強制送還」は、在留資格の取得方法や在留活動状況

等について技能実習生本人について疑義がある場合、入国管理当局が実

態を調査し、外国人本人の活動に問題がある場合、入国管理当局が選択

し得る方法の一つであり、その実施については、入国管理当局が当該技

能実習生の雇用主の雇用形態も含めて詳細を調査・審査した上で判断を

行うものである。 

 一方、例えば「強制送還」という言葉を使用し、雇用主が技能実習生

に対して脅迫等の不正行為を行う場合等についても、まさに雇用主がそ

のような不正行為に及ぶことのないよう、また、技能実習生においても
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何が不正行為であるかを認識し，被害を防ぐことが可能となるよう、改

正入管法に基づく保護が図られている。 

 すなわち、技能実習生に対して労働関連法令の適用を行い、実習実施

機関での活動前の監理団体による講習の受講、技能実習生の法的保護に

必要な情報に係る講習受講の義務付け、実習実施機関が労災補償保険に

係る保険関係成立の届出等の措置を確保すること、監理団体による技能

実習生のための相談体制の構築、実習実施機関での技能実習が継続不能

となった場合に監理団体が新たな受入れ先の確保に努めること、及び技

能実習生が労働条件を理解したことを入国審査の際に提示させる等、技

能実習生の保護体制について省令等において定めているものである。 

 他方、指導、監督が不十分な団体に係る問題については、3 ヶ月に 1

回以上監理団体役員によって技能実習の実施状況を監査し、その結果を

地方入国管理局に報告を行うこと、技能実習計画は計画策定能力を有す

る監理団体役職員が作成すること、及び１ヶ月に１回以上、監理団体役

職員が技能実習実施状況を訪問の上確認し必要な指導を行うこと等が義

務づけられた。 

 また、不正行為の対象となる事由を省令で定め、重大な不正行為を行

った場合の受入れを認めない期間を 5 年間に延長し、出入国管理及び難

民認定法、労働関連法令規定の罪により刑に処せられた場合は、執行が

終わり、または執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過するま

で受入れができない等、過去の行為による欠格要件も定めている。  

 このように、技能実習生側及び雇用主側の両面から、本制度において

不正が行われることのないよう体制を整えているものであり、強制送還

というリスクを取らない限り、雇用主に生活が支配され続けるというこ

とはない。なお，不法残留などの違反がない技能実習生はいつでも任意

に出国することが可能であり、そのような者を「強制送還」することは、

法律上も実体上もあり得ない。  

言葉による暴力などは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行

為であり、厚生労働省としては、企業や労働組合に対し、この問題の予

防・解決に向けて取り組む社会的な気運を醸成するための周知・広報を

実施している。また、事業主から言葉による虐待を受けているなど、労

働条件その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主

との間の紛争について解決を求める場合には、「個別労働関係紛争の解決

の促進に関する法律（平成１３年法律第１１２号）」に基づき、各都道府

県労働局において実施している個別労働紛争解決制度を利用することが

可能となっている。  

さらに、セクシャルハラスメントについて、雇用主は、「雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号）」（以下、「男女雇用機会均等法」という。）におけ

る事業主としての義務を負うこととなっている。男女雇用機会均等法に

おいて、事業主に対し、セクシュアルハラスメントの防止のため、労働
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者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他雇

用管理上必要な措置を講ずることを義務付けており、同法違反について

は、都道府県労働局雇用均等室において厳しく対処している。  

 

４．「人権侵害、労働関係法令違反及び不正な慣行の拡大について」 

 首都圏移住労働者ユニオンは、改正入管施行後の新しい制度は、悪質

な業者、雇用主及びその他の搾取や不当な行為を行っているものを阻止

しておらず、不正な慣行は拡大していると主張している。  

入国管理局においては、暴行や旅券の取上げ等の重大な人権侵害行為

に係る不適正な事案については、それらの受入機関に対して必要な調査

を行った上で不正行為の認定を行い、研修生・技能実習生の受入れを最

大 5 年間認めない措置を行えるようにする等、厳正に対応を行っており，

現に 2010 年に 163 機関，2011 年に 184 機関に対して，不正行為の認定

を行っている。 

全国の労働基準監督機関においては、技能実習生の適正な労働条件の

確保に重点的に取り組んでおり、2011 年に実習実施機関に対し 2,748 件

の監督指導を実施し、このうち 2,252 件で労働基準関係法令違反が認め

られ、是正に向けた指導を行っている。また、技能実習生に係る重大又

は悪質な労働基準関係法令違反により、 23 件の送検が行われている。  

JITCO においても、受入団体及び受入企業に対する巡回指導の強化に

取り組んでおり、2010 年度には受入団体に対し 1,636 件、受入企業に対

し 9,868 件、2011 年度には受入団体に対し 1,686 件、受入企業に対し

9,596 件の巡回指導を実施し、助言・指導を行っている。 

この巡回指導においては、効果的・効率的に実施するため、巡回先の

受入企業労務管理の責任者や技能実習指導員の同席を求めるとともに、

技能実習計画などの関係書類を直ちに閲覧できるよう揃えることが適当

であるとの観点から、原則として事前に通知しているものであり、2010

年度の受入れ企業に対する巡回指導においては、 9,997 件の不適正事案

について指導を行い、労働環境の改善を図っている。 

また、JITCO により、外国人技能実習生の脳・心臓死防止マニュアル

の作成・配付や、労働安全衛生やメンタルヘルスに係る専門家による実

習実施機関等に対する助言・指導等を実施し、外国人技能実習生の労働

災害防止対策の強化に取り組んでいる。  

なお、首都圏移住労働者ユニオンは、1992 年から 2010 年までの JITCO

の統計において自殺は 34 名と主張しているが、24 名の誤りである。 

 

５．結び 

上述のように、技能実習制度について、日本政府は我が国における ILO

第 29 号条約の遵守について、同条約を実施する国内法である労働基準法

第５条の規定により厳正に対処しているところである。  

これに加え、技能実習制度については、入国管理局において、改正入
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管法の趣旨にのっとり、技能実習生に対する不正行為等に対して、労働

基準監督機関と連携しつつ厳正に対応しているところである。  

さらに労働基準監督機関においては、事業主に対し、労働基準関係法

令の周知徹底を図っているほか、積極的に監督指導を実施し、指導に従

わないあるいは法違反を繰り返すなどの事業場に対しては送検を行うな

ど厳正に対応しているところである。   
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